
以下のア)～ウ)の従業員は労使協定により週用除外とすることができます。

ア)当 該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たなしヽ従業員

イ)1週 間の所定労働日数が2日以下の従業員

ウ)業 務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を議することが困雄と

認められる業務に従事する従業員

 ヽこ のうち ウ )こ該当する在業員を適用際舛とした場合 事 業主は 代 静 富置として 以 下のい引 ■か

の利度を議しなければなりません

(a)青 児休業に関する制度に準する措置

(b)フ レックスタイム制度

(o)皓 案 終 葉時間の繰上十す 擦 下|す(晴窪出動の制度)

(3)在 業員の3歳 に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準する使宣の償ち

短時間勤務制度の適用を受けるための手続は就業規見」等の定めによります。

こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担

を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関

する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。

制度の概要

● 3歳 に滴たない子を養育する従業員が中し出た場合には、事業主は、所定労働時間を

超えて労EBさせてはなりません。

対象となる従業員

な[聖讐ン毛猪尋i癬訴鏡穐藁瀧話昌召翻鋒法経た
ついて よ、労使協定がある場合には対象となりません。

所定外労働制限の申出よ、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始予定日

と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に中し出る必要が

あります。また、申出は何回もすることができます。


